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１ 概要 

  令和３年度におけるし尿処理及び浄化槽汚泥処理の概要は、図３－１のとおりである。 

 

 

図３－１ し尿処理及び浄化槽汚泥処理の概要（令和３年度） 

 

（注）１ 浄化槽人口にはコミュニティ・プラント人口（2,506 人）を含む。 

２ 県外分とは、山口県和木町及び愛媛県今治市からの受託分であり、【 】内に表記し、外数としている。 

３ 「その他」とは、し尿処理施設又は下水道投入以外の処理をいう。 

４ 端数処理のため、割合の合計が一致しない場合がある。 
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２ 処理人口 

(1) 処理人口の推移 

   し尿処理人口の推移は、表３－１及び図３－２のとおりである。計画収集人口の見直し等に伴い、自家

処理人口は減少傾向にある。 

市町別の水洗化人口及び非水洗化人口は、Ⅳ資料編の資料－表 16 に示すとおりである。 

 

表３－１ し尿処理人口の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

     （単位：人） 

区  分 

 

 

 

 

年  度 

計 画 処 理 区 域 人 口                         

水 洗 化 人 口           非 水 洗 化 人 口           
 

 

合   計 下 水 道      

人   口 

浄 化 槽      

人   口 
小   計 

計画収集      

人   口 

自家処理      

人   口 
小   計 

H29 2,009,758 566,024 2,575,782 266,776 7,653 274,429 2,850,211 

H30 2,029,342 553,668 2,583,010 250,534 6,599 257,133 2,840,143 

R1 2,046,679 540,760 2,587,439 235,036 5,870 240,906 2,828,345 

R2 2,059,310 536,406 2,595,716 215,615 3,995 219,610 2,815,326 

R3 2,056,432 532,097 2,588,529 203,038 3,374 206,412 2,794,941 

（注）水洗化人口について 

下水道人口とは、実際に下水道に接続してし尿等を処理している人口を、浄化槽人口とは、浄化槽（合併処

理浄化槽、単独処理浄化槽、農業集落排水処理施設等）を利用してし尿等を処理している人口を、水洗化人口

とは両者を合わせた人口をいう。 

なお、浄化槽人口には、コミュニティ・プラント処理人口を含む。 

 

図３－２ し尿処理人口の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（注）１ 合併処理浄化槽人口には、農業集落・漁業集落排水処理施設人口を含む。 

２ 端数処理のため小計が合わない場合がある。 
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(2) 水洗化率及び非水洗化率 

水洗化率及び非水洗化率の推移は、表３－２及び図３－３のとおりである。 

 

表３－２ 水洗化率及び非水洗化率の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：％） 

区  分 

 

 

年  度 

水 洗 化 率           非 水 洗 化 率           

下 水 道 

水 洗 化 率 

浄 化 槽 

水 洗 化 率 
小   計 計画収集率 自家処理率 小   計 

H29 70.5 19.9 90.4 9.4 0.3 9.6 

H30 71.5 19.5 90.9 8.8 0.2 9.1 

R1 72.4 19.1 91.5 8.3 0.2 8.5 

R2 73.1 19.0 92.2 7.7 0.1 7.8 

R3 73.6 19.0 92.6 7.3 0.1 7.4 

全 国 

（R３年度） 
77.1 16.8 95.9 4.1 0.0 4.1 

   （注）１ 水洗化率・非水洗化率は、表３－１に示した各区分の人口の総人口に対する割合である。 

  ２ 端数処理のため小計が合わない場合がある。 

 

 

 

図３－３ し尿水洗化率の推移（平成 29 年度～令和３年度） 
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３ 収集量及び処理量 

(1) 収集量 

   し尿及び浄化槽汚泥の収集量形態別収集量の推移は、表３－３のとおりである。 

   令和３年度における年間総収集量は、し尿が 177,885kl、浄化槽汚泥が 435,564kl で、合計は 613,449kl

である。 

   し尿収集量については、下水道及び浄化槽の普及により年々減少する傾向にある。 

   一方、浄化槽汚泥については、新規設置及び合併浄化槽への転換による増加要因と、下水道への転換に

よる減少要因がある。 

   なお、収集形態別にみると、し尿、浄化槽汚泥とも、許可業者による収集が主に行われている。 

 

表３－３ し尿及び浄化槽汚泥の収集形態別収集量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：kl／年） 

年度 区分 直  営 委  託 許  可 総収集量 

H29 

し   尿 12,190 38,627 152,260 203,077 

浄化槽汚泥 0 6,707 431,875 438,582 

計 12,190 45,334 584,135 641,659 

H30 

し   尿 12,417 37,709 147,944 198,070 

浄化槽汚泥 0 7,688 422,113 429,801 

計 12,417 45,397 570,057 627,871 

R1 

し   尿 11,724 35,912 140,196 187,832 

浄化槽汚泥 0 7,793 426,348 434,141 

計 11,724 43,705 566,544 621,973 

R2 

し   尿 11,798 36,955 133,759 182,512 

浄化槽汚泥 0 11,048 426,825 437,873 

計 11,798 48,003 560,584 620,385 

R3 

し   尿 10,494 36,368 131,023 177,885 

浄化槽汚泥 0 8,157 427,407 435,564 

計 10,494 44,525 558,430 613,449 

   （注）数値には県外分を含んでいない。 
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(2) １人１日当たりの排出量 

   し尿及び浄化槽汚泥の排出量の１人１日当たりの推移は、表３－４のとおりである。 

   浄化槽汚泥の１人１日当たりの排出量は合併処理浄化槽の普及などの要因から増加する傾向にある。 

 

表３－４ し尿及び浄化槽汚泥の１人１日当たりの排出量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：ﾘｯﾄﾙ／人・日） 

年 度 

 

区 分 

H29 H30 R1 R2 R3 
全国平均 

（R３年度） 

し   尿 2.09 2.17 2.19 2.32 2.4 2.83 

浄化槽汚泥 2.12 2.13 2.20 2.24 2.24 1.68 

平 均 2.11 2.15 2.20 2.28 2.32 2.26 

（注）１ し尿１人１日当たりの排出量（ ﾘｯﾄﾙ／人×日）=（し尿収集量）／（計画収集人口×365又は366日） 

    ２ 浄化槽汚泥１人１日当たりの排出量（ ﾘｯﾄﾙ／人×日）=（浄化槽汚泥収集量）／（浄化槽（ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄを含む）人口×365又は366日） 

 

(3) 処理量 

   し尿及び浄化槽汚泥の処理量は、県外からの受託分を含み 178,006kl 及び 435,9321kl となる。これらの

形態別処理量の推移は、表３－５のとおりである。し尿及び浄化槽汚泥ともに、ほとんどがし尿処理施設

で処理されている。 

 

表３－５ し尿及び浄化槽汚泥の形態別処理量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：kl／年） 

年   度 

区   分 
H29 H30 R1 R2 R3 

し 
 
 
 
 

尿 
し尿処理施設 172,160 167,783 158,712 154,296 150,250 

下水道投入  30,197 30,356 29,120 28,315 27,756 

そ  の  他  820 0 0 0 0 

小 計 203,177 198,139 187,832 182,611 178,006 

浄
化
槽
汚
泥

 
 
 
 
 
 
 

 

し尿処理施設 394,911 386,853 385,613 389,141 388,303 

下水道投入  40,984 43,280 48,528 49,075 47,629 

そ  の  他  2,963 0 0 0 0 

小 計 438,858 430,133 434,141 438,216 435,932 

計 

し尿処理施設 567,071 554,636 544,325 543,437 538,553 

下水道投入  71,181 73,636 77,648 77,390 75,385 

そ  の  他  3,783 0 0 0 0 

小 計 642,035 628,272 621,973 620,827 613,938 

（注）１ 数値は県外からの受託分の処理量を含む。 

   ２ 「その他」とは、し尿処理施設又は下水道投入以外の処理をいう。 
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(4) 自家処理量 

   本県における自家処理量の推移は、表３－６のとおりである。 

   し尿の自家処理量は減少傾向にあり、浄化槽汚泥の自家処理はなくなっている。 

 

表３－６ 自家処理量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：kl／年） 

年   度 

区   分 
H29 H30 R1 R2 R3 

し     尿 3,681 3,870 3,253 2,514 2,237 

浄化槽汚泥        0 0 0 0 0 

合   計 3,681 3,870 3,253 2,514 2,237 

 

   市町別のし尿及び浄化槽汚泥の収集形態別収集量・手数料・形態別処理量及び自家処理量は、Ⅳ資料編

の資料－表 17 に示すとおりである。 
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４ 処理施設の整備状況と処理実績 

(1) 整備状況 

   本県には、し尿処理施設が 30 施設（建設中の施設を含む）ある。また、コミュニティ・プラントは２施

設ある。 

   し尿処理施設及びコミュニティ・プラントの位置図は、図３－４のとおりである。 
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図３－４ し尿処理施設等の位置図（令和３年度） 

 

(2) 処理実績 

   本県におけるし尿処理施設及びコミュニティ・プラントの処理実績等の一覧表は表３－７、表３－８の

とおりである。 





�
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５ 浄化槽 

(1) 設置状況 

本県における浄化槽の設置基数は、令和３年度末現在 173,178 基であり、単独処理浄化槽は 69,190 基、

合併処理浄化槽が 103,988 基である。浄化槽の設置基数の推移は、表３－９及び図３－５のとおりである。 

令和３年度は前年度に比べ、単独処理浄化槽は 1.7％減、合併処理浄化槽は 2.3％増であった。 

平成 12 年６月の浄化槽法の改正により、し尿と生活雑排水とあわせて処理する合併処理浄化槽が浄化槽

と定義され、新たに単独処理浄化槽を設置できなくなったことから、既設のものが廃止されたり下水道又

は合併処理浄化槽に転換されたりすることにより減少傾向にある。 

一方、合併処理浄化槽については、し尿汲み取りや単独処理浄化槽からの転換により増加傾向にあり、令

和３年度の浄化槽の新規設置の届出は 2,991 基であった。 

 

表３－９ 浄化槽の設置基数の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：基） 

年   度 

浄 化 槽 
H29 H30 R1 R2 R3 

単独処理浄化槽 74,204 72,666 71,941 70,363 69,190 

合併処理浄化槽 95,048 97,293 99,504 101,692 103,988 

合   計 169,252 169,959 171,445 172,055 173,178 

 

図３－５ 浄化槽の設置基数の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

 

(ｱ) 人槽区分別の設置基数 

     人槽区分別の浄化槽の設置基数は、表３－10 のとおりである。 

     一般的に、一戸建て住宅では主に 10 人槽以下のものが設置されており、集合住宅やマンション等で

は、世帯数に応じた規模の浄化槽が設置されている。また、商業施設や学校、病院、宿泊施設等におい

ては、施設の利用人数や利用形態に応じた規模の浄化槽が設置されている。 

     なお、浄化槽法に基づき技術管理者を置かなければならないとされている 501 人槽以上の規模の浄

化槽は、令和３年度末現在、県内に 225 基設置されている。 
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表３－10 人槽区分別浄化槽の設置基数状況（令和３年度） 

（単位：基） 

人   槽 

 浄 化 槽 
～20 21～500 501～ 合  計 

単独処理浄化槽 62,555 6,633 2 69,190 

合併処理浄化槽 97,902 5,863 223 103,988 

合   計 160,457 12,496 225 173,178 

 

(ｲ) 構造基準別の設置基数 

本県における構造基準別浄化槽の設置状況は、表３－11 のとおりである。 

 

表３－11 構造基準別浄化槽の設置状況（令和３年度） 

構 造 基 準        設置基数（基） 構 成 比（％） 

旧構造基準適用 20,064 11.6 

新構造基準適用 153,114 88.4 

合   計 173,178 100.0 

   （注）旧構造基準適用：昭和 44 年建設省告知第 1726 号（昭和 55 年廃止）による構造基準による浄化槽 

新構造基準適用：「旧構造基準」廃止後の浄化槽 

 

(2) 法定検査 

   浄化槽の管理者は、浄化槽が正しく機能しているかを確認するため、浄化槽法に基づき、指定検査機関

が実施する法定検査を受けることが義務付けられている。 

   浄化槽の法定検査の受検率の推移は、表３－12 のとおりである。 

 

表３－12 浄化槽の法定検査の受検率の推移（令和３年度） 

（単位：％） 

年   度 

区   分 
H29 H30 R1 R2 R3 

全 国 

（R３年度) 

新 設 時 等 検 査 

（７ 条 検 査） 
100.0 99.8 100.0 99.7 100.0 94.9 

定 期 検 査（11 条検査） 70.5 70.7 71.8 71.2 71.3 47.1 

 うち合併処理浄化槽 79.0 78.9 79.9 79.6 79.5 64.9 

 

   本県の法定検査の受検状況について、新設時等においては、概ね 100％が受検しているが、毎年１回行う

定期検査の受検率は 71.3％となっている。 

   本県では、受検率の向上のため種々の取組を進めているところであり、受検状況は徐々に改善していた

が、近年では同程度になっている。 

    


